
　
大
切
な
家
族
や
自
分
の
体
を
感
染

症
か
ら
守
る
だ
け
で
な
く
、
周
り
の

人
に
う
つ
さ
な
い
た
め
に
も
予
防
接

種
は
な
る
べ
く
早
め
に
受
け
ま
し
ょ

う
。
受
け
忘
れ
が
な
い
か
、
母
子
健

康
手
帳
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

【
注
意
事
項
】

○
対
象
年
齢
以
外
の
場
合
は
自
費
と

な
り
ま
す
。

○
必
ず
医
療
機
関
で
予
約
を
し
て
か

ら
接
種
し
て
く
だ
さ
い
。
市
内
医

療
機
関
に
予
診
票
を
設
置
し
て
い

ま
す
。
市
外
（
三
重
県
内
）
で
接

種
す
る
人
は
予
診
票
を
お
渡
し
し

ま
す
の
で
、
下
記
ま
で
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

○
キ
ャ
ッ
チ
ア
ッ
プ
接
種
は
国
の
方

針
に
よ
り
、子
宮
頸
が
ん（
Ｈ
Ｐ
Ｖ
）

ワ
ク
チ
ン
の
積
極
的
勧
奨
差
し
控

え
に
よ
り
接
種
機
会
を
逃
し
て
い

た
人
に
対
し
て
、
公
平
な
接
種
機

会
確
保
の
た
め
、
従
来
の
定
期
接

種
の
対
象
を
超
え
て
接
種
を
行
っ

て
い
ま
す
。
キ
ャ
ッ
チ
ア
ッ
プ
接

種
対
象
者
で
あ
れ
ば
、
３
回
目
ま

で
接
種
で
き
る
か
ど
う
か
に
か
か

わ
ら
ず
令
和
７
年
３
月
末
ま
で
定

期
接
種
と
し
て
接
種
で
き
ま
す
。

予
防
接
種
を
受
け
忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か
？【問い合わせ】　健康推進課　☎ 22-9653　℻   22-9666　 kenkousuishin@city.iga.lg.jp

予防接種名 回　数 対象年齢

ロタウイルス ２～３回
１価 (ロタリックス )：生後６～ 24週
５価 (ロタテック )：生後６～ 32週
※１回目の接種は、生後14週６日までに行う
ことが推奨されています。

ヒブ １～４回 生後２カ月～５歳未満肺炎球菌 １～４回
Ｂ型肝炎 ３回 １歳未満
５（４）種混合
ジフテリア
百日咳
破傷風
ポリオ
（ヒブ）

４回

生後２カ月～７歳６カ月未満
※令和６年４月から、ヒブワクチンと４種混合
ワクチンが 1つになった５種混合ワクチンが
定期接種になりました。従来の４種混合も
接種できます。（原則、同じワクチンを続け
て接種します。）

ＢＣＧ １回 １歳未満
麻しん・風しん
混合
（ＭＲ）

１回 １期：１～２歳未満

１回 ２期：平成 30 年４月２日～平成 31
年４月１日生まれ（年長児）

水痘
（水ぼうそう） ２回 １～３歳未満　※水ぼうそうにかかったこ

とのある人は接種不要です。

日本脳炎 ４回 １期（３回）：３～７歳６カ月未満　
２期（１回）：９～ 13歳未満

二種混合（ＤＴ） １回 11～ 13歳未満

子宮頸
けい
がん ２～３回

○小学６年生～高校１年生相当（16歳）の女子
○平成９年４月２日～平成20年４月１日
生まれの女子で過去に子宮頸がんワク
チンの接種を合計３回受けていない人

　気温がマイナス４度以下になると水道管の中の水が
凍るといわれています。12月から２月にかけて、水
道管の凍結や破損事故などが多く起こります。このよ
うな事故を防ぐため、水道管の凍結防止対策をお願い
します。
◆防寒材を取り付けましょう
　むき出しになっている水道管や蛇口に、保温材・古
い毛布・布きれなどを巻きつけ、その上に保温材など
が濡れないようにビニール袋などで覆い、テープなど
を巻いて保護してください。

◆水道管が凍って水が出ないとき
　凍ったと思われる水道管の露出した部分に、タオル

などをかぶせ、その上からゆっくりとぬるま湯をかけ
てください。急に熱湯をかけると、水道管や蛇口が破
損することがありますので注意してください。
◆水道管や蛇口が破損したとき
　量水器（メーター）のそばにある止水栓を止めてく
ださい。止水栓がわからなかったり、止められないと
きは、破損した部分に布やテープなどを巻きつけて応
急措置をし、伊賀市指定給水装置工事事業者へ修理を
依頼してください。
※量水器より内線（宅内）側で、破損（漏水）により
発生した水道の料金は本人負担となります。

※伊賀市指定給水装置工事事業者については、「伊賀
市くらしのガイドブック」やホームページをご覧く
ださい。

※この時期に長期間留守にする場合は、止水栓を閉め
るなどの対策をお勧めします。

水道管の冬支度をしましょう

【問い合わせ】　○水道の修繕など　水道工務課　☎ 24-0002　℻  24-0006
　　　　　　　○検針・閉開栓・料金など　上下水道お客様センター　☎ 24-0013　℻  24-0007
　　　　　　　○給水などの申し込み・漏水・濁水・水道メーターの取り替え・埋設管路に関することなど
　　　　　　　　上下水道お客様センター　☎ 24-3969　℻  24-0007

トピックス

　若者の市内定住と市内企業への就業促進を図るた
め、奨学金の貸与を受けて修学した人が伊賀市に定住
し、市内などの企業に就職した場合、最大 100 万円
を支援します。

【対象者】
○令和５年４月１日以降に伊賀市内または定住自立圏
域内の企業に就職した人
○奨学金の貸与を受けて修学した大学などを卒業し、
自ら奨学金を返還している人
○ 35歳以下の人
○申請日において本市に住民票があり申請日から 5
年以上定住する意思のある人
※この他にも要件があります。詳しくは市ホームペー
ジをご覧ください。

【支援額】
　奨学金の年間返還額の２分の１（年間上限 20万円）
を５年間（60カ月）、最大 100万円を支援します。

【対象期間】
　令和６年１月から 12月の間に返還した奨学金が対
象となります。

【申請方法】
　申請書に必要書類を添えて提出してください。申請
書は市ホームページからダウンロードできます。

【申請期間】
　令和７年１月から２月末まで
※支援期間は最大５年間ですが、毎年申請が必要です。
※申請期間を経過した場合は受け付けできませんので
ご注意ください。
※申請のための要件や必要書類など詳しくは地域創生
課へご確認ください。

　１月１日から 12月 31日までに納付した国民年金
保険料は、所得税と住民税の申告の際、全額が社会保
険料控除の対象となります。
　年末調整や確定申告の際には必ずこの証明書または
領収書を添付してください。
　社会保険料（国民年金保険料）控除証明書は、
e-Tax で利用できる電子版もあります。マイナポータ
ルから「ねんきんネット」にログインし、電子送付希
望の登録をすると、マイナポータルの「お知らせ」で
受け取ることができます。（この登録をすると郵送が
されなくなります。）

　日本年金機構ホームページには、電子版
の利用方法についての動画があります。

　なお、家族の国民年金保険料を納付した場合も、納
付した本人の社会保険料控除に加えることができます
ので、家族宛てに送られた控除証明書を添付の上、確
定申告をしてください。
※社会保険料（国民年金保険料）控除証明書について
は、ねんきん加入者ダイヤル（☎  0570-003-004）
にお問い合わせください。

伊賀市若者定住のための奨学金等返還支援金

社会保険料（国民年金保険料）控除証明書が発行されます

【申込先・問い合わせ】　地域創生課 　☎ 22-9680　℻  22-9672　 chisou@city.iga.lg.jp

【問い合わせ】　○保険年金課　☎ 22-9659　℻  26-0151　 hoken@city.iga.lg.jp
　　　　　　　○津年金事務所　国民年金課　☎ 059-228-9112

◆社会保険料（国民年金保険料）控除証明書の送付時期
対象者 送付方法 送付時期

①令和６年１月１日から令和６年９月 30日までの間に国
民年金保険料を納付した人

電子送付 10月中旬から下旬にかけて順次
郵　　送 10月下旬から 11月上旬にかけて順次

②令和６年 10月１日から令和６年 12月 31日までの間に
国民年金保険料を納付した人（①の対象者は除きます。）

電子送付 令和７年１月下旬
郵　　送 令和７年２月上旬
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